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2014 年の学校図書館法の改正により学校司書が法制化されたことを受け

て，「学校司書モデルカリキュラム」が制定され，新たに高等教育において

学校司書養成課程も立ち上がってきている。その一方で学校図書館司書教諭

講習の内容の向上も喫緊の課題となっていた。そうした意味では社団法人全

国学校図書館協議会による 2011 年刊行の「シリーズ学校図書館学」が，リ

ニューアルされ「探究　学校図書館学」としてこの度刊行されたことは学校

図書館関係者として誠に喜ばしいことである。

こうした点を踏まえ，本書の執筆に当たっては，シリーズ名に新たに「探

究」が入ったことにより，読書（インプット）→探究（プロセス）→学習（ア

ウトプット）という学びの循環（サイクル）の中でその核となる探究活動を

より一層円滑に進めていく観点に立ち，図書館経営や学校教育等の近年の新

しい知見を踏まえ，その基本的事項や現状を概説することを重視した。特に

本書は司書教諭科目の中でも総論的性格を持っており，ICT 化や情報教育

の進展だけでなく，「主体的・対話的で深い学び」への対応も重要なテーマ

となっている。こうした現代の学校教育の新しい動向に本書の内容は，幅広

く対応しており，「楽しみ・交流し・学びの場」としての学校図書館の効果的・

効率的な経営に資するものとなることを期待している。
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 第Ⅰ章 学校教育の変遷と学校図書館

１　現代社会の課題と学校教育

（１）時代の困難を「光」に変える学校教育

①「新教育指針」に現れた子ども像

いつの時代も，社会は混乱と矛盾を内包しているが，人々はその先に「光」

を見つけようと思う。そしてその「光」は，教育のあり様と深くかかわって

いる。

社会の混迷は教育活動に混乱を招くが，社会が混迷を深めるときその解決

に向けた出口が教育に求められる。教育は新しい時代を創り出す母体であり，

教育は時代とその光とを結ぶ「架け橋」である。

70 数年前，敗戦後のわが国は文字通り混乱のなかにあった。「これからど

うしたら良いのだろう」，多くの国民は逡巡のなかにあった。そうした時，

敗戦の翌年（1946 年）に「新教育指針」（文部省編）という文書が出された（注

１）。戦後の価値観の大転換のなかで，教育の目当てを失いかけた教員に対し，

新たな方向性を指し示した重要な文書である。

その文書には「どうしてこのような状態になったのか」と戦争の原因を分

析した項目がある。その要因の三番目に「日本国民は批判的精神に乏しく権

威に盲従しやすい」との原因があげられて，次のように記されている（注２）。

政府は，憲法に保障されているにもかかわらず，言論や思想の自由その

他人間の大切な権利を無視して，秘密警察や，拷問を用い，国民は政治

を批判する力を失い，「お上」の命令には文句なしに従うようになっ

た。（略）このような態度があったればこそ，無意味な戦争の起るのを
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防ぐことができず，また戦争が起っても政府と国民との真の協力並びに

国民全体の団結ができなかったのである。

思想・言論統制，その具体化としてのメディア統制，さらには教育統制で

ある。そしてその法的措置としての治安維持法をはじめとする弾圧立法，さ

らにはその法制を担保した特別高等警察（特高）。そうした法と制度が国民

の批判的精神を失わせ，国家権力の恣意的な為政を許したとの指摘である。

政治（国家権力）のあり様と教育とが一直線に結びついていたことがわか

る。それゆえ，戦後の価値観の転換のなかで，教育のあり様に大きな変化が

求められた。「新教育指針」は，先の文章に続き，次のように記している（注３）。

（それゆえ：筆者注）教育においても，教師が教えるところに生徒が無

批判的に従うのではなく，生徒が自ら考え自ら判断し，自由な意思を

もって自ら真実と信ずる道を進むようにしつけることが大切である。こ

のようにしてはじめて，（略）「民主主義の徹底」も「公民教育の振

興」もできるのである。

その「新教育指針」の１年後（1947 年），戦後最初の学習指導要領（試案）

が出された。その冒頭には，次のように記されている。

（戦前の教育は：筆者注）これまでとかく上の方からきめて与えられた

ことを，どこまでもそのとおりに実行するといった画一的な傾きのあっ

たのが，こんどはむしろ下の方からみんなの力で，いろいろと，作りあ

げて行くようになって来たということである。

　これまでの教育では，その内容を中央できめると，それをどんなとこ

ろでも，どんな児童にも一様にあてはめて行こうとした。だからどうし

てもいわゆる画一的になって，教育の実際の場での創意や工夫がなされ

る余地がなかった。
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（４）組織づくり

日本の学校図書館経営の特徴は，非専任（兼任）の担当職員によって集団

的に経営されている点にある。こうした集団的経営では経営責任の所在が不

明確になり活動自体も形骸化し易くなるため，組織づくりにおいては，組織

編成，職員配置，役割分担を明確化して，組織体制を整備していくことが必

要である。学校図書館の組織編制として望ましい例として下記図表のような

組織編制があげられる。

学校図書館経営を学校経営に位置づけるためには，全校的視点から検討を

行う委員会組織を設置することが望ましい。こうした委員会の構成員として

は，管理職，教科・分掌・学年主任，学校図書館担当者などがあげられる。

全校的な委員会の役割については次のようなものがあげられる。

①学校図書館運営委員会

・図書館経営の基本方針や運営上の重要な問題を討議する

・図書館にさまざまな人の協力と理解を得る

・学校図書館経営を教育課程と有機的に関連づける

②学校図書館資料選定委員会

・図書館資料の選定に学校の教育目標や教科の要望を反映する

・図書館資料の選定に児童生徒・保護者・地域の要望を反映する

図表４－２　学校図書館の組織編制
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・学校図書館資料の選定基準・選定手続きを明確化する

また，学校図書館の実務を行う校務分掌の組織として図書館部を設置する。

図書館部は，全校的な図書館委員会組織の支援を受けて学校経営と有機的な

連携を持って活動することができる。図書館部は教務部などの一係として配

置するのではなく独立した部とする。そして，図書館部には図書館主任を置

き，司書教諭，学校司書，係教員を配置する。図書館部は児童生徒の委員会

組織の１つである図書委員会を指導したり，保護者や地域住民からなるボラ

ンティア組織と連携したりして学校内外の活動を円滑に進めていく。なお，

近年は教育委員会が校長を学校図書館の館長として指名することも行われる

ようになっており，組織づくりにおいても校長の役割は重要である。

組織づくりにおいて，学校図書館が学校経営と有機的に連携協力し，学校

の教育課程と一体的に活動していくためには，次のような点を考慮すること

が必要である。

①学校全体で学校図書館の使命・目的・役割を共有すること

②学校図書館の校務分掌上の位置づけを明確にすること

③学校図書館が分掌間の連絡・相談・調整を行うこと

④学校図書館が学校の教育課程や教育計画等を把握すること

そのためには，学校図書館の経営計画を学校全体で共有する仕組みや機会

を提供し他の分掌と双方向的な関係を作っていかなければならない。学校図

書館にはその経営計画を学校内の関連分掌に配布したり，職員会議や関連す

る委員会等で報告したりする広報活動が重要である。また，学校経営の責任

者である校長等の管理職にも経営計画について説明し，理解を得ることも忘

れてはならない重要な点である。司書教諭や学校司書が学校の教育活動に関

する情報の積極的な収集・保存・提供を通じて，他の分掌と相互の連携を密

にしていく日常的な働きかけや努力が必要である。

それらの中で，学校図書館内での担当者間の協力がまず重要である。学校
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